
番号 該当箇所 項目名 新（変更後） 旧（変更前）

1
P46
第２編
第７章

平素からの
備えや予防
についての
事務分掌

岡山県国民保護計画　新旧対照表

P48
第３編
第２章

2
緊急事態連
絡室の構成

応　急　対　応　班

事務局（事務局長：危機管理監）

統

括

班

情

報

班

報

道

班

通

信

班

庶

務

班

避

難

誘

導

係

避

難

施

設

係

物

資

供

給

係

N

B

C

対

策

係

医

療

衛

生

係

消

防

保

安

係

現行 

 

１ 緊急事態連絡室の構成 

(1) 緊急事態連絡室の構成 

 緊急事態連絡室の組織構成は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態連絡室 

連 絡 室 長 

知 事 

参 集 室 員 

 

副知事、教育長、警察本部長、公営企業管理者、

危機管理監、総合政策局長、総務部長、県民生活

部長、環境文化部長、保健福祉部長、産業労働部

長、農林水産部長、土木部長、出納局長、知事室

長、備前県民局長、備中県民局長、美作県民局長 

※警察本部長にあっては、状況により代行の者が出席するも

のとする。 

各担当部局 

消 防 本 部 

玉野海上保安部 

水島海上保安部 

福山海上保安署 

自 衛 隊 

日赤岡山県支部 

その他関係機関 

迅速な情報

収集・分析 

必要に応じ、

連絡員等の

派遣を要請 

応　急　対　応　班

事務局（事務局長：危機管理監）

統

括

班

情

報

班

報

道

班

通

信

班

庶

務

班

避
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導
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施
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係
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係

N

B

C
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係
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療

衛

生

係

消

防

保

安

係

変更案 

 

１ 緊急事態連絡室の構成 

(1) 緊急事態連絡室の構成 

 緊急事態連絡室の組織構成は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態連絡室 

連 絡 室 長 

知 事 

参 集 室 員 

副知事、教育長、警察本部長、公営企業管理者、

危機管理監、総合政策局長、総務部長、県民生活

部長、環境文化部長、保健医療部長、子ども・福

祉部長、産業労働部長、農林水産部長、土木部長、

出納局長、知事室長、備前県民局長、備中県民局

長、美作県民局長 

※警察本部長にあっては、状況により代行の者が出席するも

のとする。 

各担当部局 

消 防 本 部 

玉野海上保安部 

水島海上保安部 

福山海上保安署 

自 衛 隊 

日赤岡山県支部 

その他関係機関 

迅速な情報

収集・分析 

必要に応じ、

連絡員等の

派遣を要請 

現行 

 

事       務 頁 担当部局等 

 1.生物剤攻撃対応のための近隣県との情報の共有化に関すること  25  保健福祉部 

 

 

 

 

 

 2.日本赤十字社、社会福祉協議会との連携、支援に関すること  26  

 3.高齢者、障害のある人等への通報のための伝達方法の検討及び市町村の支援に 

関すること 

 29

等 

 4.医療実施の要請方法等の準備に関すること  37  

 5.救援に関する基礎的資料（関係医療機関リスト）の調整に関すること  37  

 

変更案 

 

事       務 頁 担当部局等 

 1.生物剤攻撃対応のための近隣県との情報の共有化に関すること  25  保健医療部 

 

 

 

 2.日本赤十字社との連携、支援に関すること  26  

 3.医療実施の要請方法等の準備に関すること  37  

 4.救援に関する基礎的資料（関係医療機関リスト）の調整に関すること  37  

1.社会福祉協議会との連携、支援に関すること 26 子ども・福

祉部 2.高齢者、障害のある人等への通報のための伝達方法の検討及び市町村の支援に 

関すること 

 29

等 

 

現行 

 

事       務 頁 担当部局等 

 1.生物剤攻撃対応のための近隣県との情報の共有化に関すること  25  保健福祉部 

 

 

 

 

 

 2.日本赤十字社、社会福祉協議会との連携、支援に関すること  26  

 3.高齢者、障害のある人等への通報のための伝達方法の検討及び市町村の支援に 

関すること 

 29

等 

 4.医療実施の要請方法等の準備に関すること  37  

 5.救援に関する基礎的資料（関係医療機関リスト）の調整に関すること  37  

 

変更案 

 

事       務 頁 担当部局等 

 1.生物剤攻撃対応のための近隣県との情報の共有化に関すること  25  保健医療部 

 

 

 

 2.日本赤十字社との連携、支援に関すること  26  

 3.医療実施の要請方法等の準備に関すること  37  

 4.救援に関する基礎的資料（関係医療機関リスト）の調整に関すること  37  

1.社会福祉協議会との連携、支援に関すること 26 子ども・福

祉部 2.高齢者、障害のある人等への通報のための伝達方法の検討及び市町村の支援に 

関すること 

 29

等 

 



番号 該当箇所 項目名 新（変更後） 旧（変更前）

4
P51
第３編
第２章

緊急事態連
絡室員の代
替職員

3
P49
第３編
第２章

緊急事態連
絡室設置等
の通知

室員参集 全職員参集 室員参集
連絡 連絡 連絡

全職員参集 室員参集
連絡 連絡

国（消防庁）

市 町 村 長

知 事

（緊急事態連絡室長）

【緊急事態連絡室の設置】

○ 放送事業者
・RSK山陽放送(株)
・岡山放送(株)
・テレビせとうち(株)

・西日本放送(株)
・(株)瀬戸内海放送

・岡山エフエム放送(株)

○ 運送事業者
・(一社)岡山県トラック協会

・(公社)岡山県バス協会
・中鉄バス㈱ ・宇野自動車㈱
・両備ホールディングス㈱

・備北バス㈱ ・岡山電気軌道㈱

・下津井電鉄㈱ ・井原鉄道㈱

・智頭急行㈱ ・水島臨海鉄道㈱

○ ガス事業者
・岡山ガス㈱

・(一社)岡山県ＬＰガス協会

○ 病院その他の医療関係機関
・(公社)岡山県医師会
・(公社)岡山県看護協会

・日本赤十字社岡山県支部
・日本放送協会岡山放送局
・西日本旅客鉄道（株）岡山支社
・西日本電信電話（株）岡山支店
・中国電力（株）岡山支社 他

・自衛隊岡山地方協力本部

・陸上自衛隊中部方面総監部
・海上自衛隊呉地方総監部
・航空自衛隊西部航空方面隊

県の関係機関

・県議会

危機管理課危機管理監

各部局等・県民局国民保護担当者

緊急事態連絡室員

・教育長
・警察本部長
・公営企業管理者

・総合政策局長
・総務部長
・県民生活部長

・環境文化部長
・保健医療部長
・子ども・福祉部長

・産業労働部長
・農林水産部長
・土木部長

・出納局長
・知事室長

・備前県民局長
・備中県民局長
・美作県民局長

【事務局】
統括班・情報班・
報道班・通信班・
庶務班・応急対応班

緊急事態連絡室員

・副知事

緊急事態連絡室開設【県庁本庁舎】

〔代替施設：県立図書館〕

危機管理監・危機管理課長

・中国四国農政局
・水島海上保安部
・玉野海上保安部
・福山海上保安署 他

報 道 機 関

指定地方公共機関

防災情報ネットワーク

電話・FAX

電話・FAX

電話・FAX

電話・FAX

電話・FAX

電話・FAX

防災情報ネットワーク

電話・FAX

指定地方行政機関

指定公共機関

緊

急

事

態

連

絡

室

設

置

の

通

知

消 防 本 部



番号 該当箇所 項目名 新（変更後） 旧（変更前）

6
P53
第３編
第３章

組織構成

5
P52
第３編
第３章

設置の手順
等

現行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
各担当部局 

岡山県国民保護対策本部 

本 部 長 

知 事 

副 本 部 長 

副 知 事 

本部員 

教育長、警察本部長、公営企業管理者、危機管理監、総合政策局長、

総務部長、県民生活部長、環境文化部長、保健福祉部長、産業労働

部長、農林水産部長、土木部長、出納局長、知事室長、備前県民局

長、備中県民局長、美作県民局長 

応　急　対　応　班

事務局（事務局長：危機管理監）

統

括
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情
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班

報

道

班

通
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変更案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

各担当部局 

岡山県国民保護対策本部 

本 部 長 

知 事 

副 本 部 長 

副 知 事 

本部員 

教育長、警察本部長、公営企業管理者、危機管理監、総合政策局長、

総務部長、県民生活部長、環境文化部長、保健医療部長、子ども・

福祉部長、産業労働部長、農林水産部長、土木部長、出納局長、知

事室長、備前県民局長、備中県民局長、美作県民局長 

応　急　対　応　班

事務局（事務局長：危機管理監）

統

括

班

情

報

班

報

道
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通

信
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庶
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班

避

難

誘

導

係

避

難

施

設

係

物

資

供

給

係

N

B

C

対

策

係

医

療

衛

生

係

消

防

保

安

係



番号 該当箇所 項目名 新（変更後） 旧（変更前）

7
P56、57
第３編
第３章

県対策本部
事務局の組
織及び事務
分掌

8
P59第３
編第３章

県対策本部
長等の代替
職員

現行 

【県対策本部員の代替職員】 

室 員 代 替 職 員 

教 育 長 教 育 次 長 

警 察 本 部 長 警 務 部 長 

公営企業管理者 企 業 局 長 

危 機 管 理 監 危機管理課長 

総合政策局長 政 策 推 進 監 

総 務 部 長 総 務 部 次 長 

県民生活部長 県民生活部次長 

環境文化部長 環境文化部次長 

保健福祉部長 保健福祉部次長 

産業労働部長 産業労働部次長 

農林水産部長 農林水産部次長 

土 木 部 長 土 木 部 次 長 

出 納 局 長 用 度 課 長 

知 事 室 長 公聴広報課長 

県 民 局 長 県 民 局 次 長 

 

変更案 

【県対策本部員の代替職員】 

室 員 代 替 職 員 

教 育 長 教 育 次 長 

警 察 本 部 長 警 務 部 長 

公営企業管理者 企 業 局 長 

危 機 管 理 監 危機管理課長 

総合政策局長 政 策 推 進 監 

総 務 部 長 総 務 部 次 長 

県民生活部長 県民生活部次長 

環境文化部長 環境文化部次長 

保健医療部長 保健医療部次長 

子ども・福祉部長 子ども・福祉部次長 

産業労働部長 産業労働部次長 

農林水産部長 農林水産部次長 

土 木 部 長 土 木 部 次 長 

出 納 局 長 用 度 課 長 

知 事 室 長 公聴広報課長 

県 民 局 長 県 民 局 次 長 

 



番号 該当箇所 項目名 新（変更後） 旧（変更前）

9
P61
第３編
第４章

国民保護措
置の実施体
制

10
P112
第３編
第１１章

保健衛生の
確保

１　保健衛生の確保
　県は、保健衛生の確保のため、保健医療部の中に、巡回保健チーム、食品衛生チーム、栄養指導チーム及び公
衆衛生活動チームを設け、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を行う。

１　保健衛生の確保
　県は、保健衛生の確保のため、保健福祉部の中に、巡回保健チーム、食品衛生チーム、栄養指導チーム及び公
衆衛生活動チームを設け、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を行う。



番号 該当箇所 項目名 新（変更後） 旧（変更前）

11
P126
第４編
第３章

国民の権利
利益の救済
に係る手続
き項目一覧

12
P128
第４編
第４章

復旧に関す
る県の実施
体制

現行 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

区  分 概        要 担当部局等 主な関係課 

権利利益救済全般 総合的な窓口 危機管理課 － 

損失補償 

(法第 159 条第 1項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定物資の収用に関すること（法第 81 条第 2項）   

・医薬品 保健福祉部 医薬安全課 

・食品 

 

産業労働部 

農林水産部 

産業企画課 

農 産 課 

・寝具 産業労働部 産業企画課 

・医療機器その他衛生用品 保健福祉部 医薬安全課 

・飲料水 産業労働部 産業企画課 

・被服その他生活必需品 産業労働部 産業企画課 

・建設資材 土 木 部 監 理 課 

・その他厚生労働大臣が定めるもの 関係各部局等 関 係 各 課 

特定物資の保管命令に関すること（法第 81 条第 3 項）   

・医薬品 保健福祉部 医薬安全課 

・食品 

 

産業労働部 

農林水産部 

産業企画課 

農 産 課 

・寝具 産業労働部 産業企画課 

・医療機器その他衛生用品 保健福祉部 医薬安全課 

・飲料水 産業労働部 産業企画課 

・被服その他生活必需品 産業労働部 産業企画課 

・建設資材 土 木 部 監 理 課 

・その他厚生労働大臣が定めるもの 関係各部局等 関係各課 

土地等の使用に関すること。（法第 82 条）   

・収容施設の供与 土 木 部 監 理 課 

・医療施設の開設 保健福祉部 医療推進課 

・その他医療提供を目的とした臨時施設 保健福祉部 医療推進課 

応急公用負担に関すること。（法第 113条第 3 項） 関係各部局等 関係各課 

車両等の破損措置に関すること 

（法第 155条第 2項において準用する災害対策基本法第 76条

の 3第 2項後段） 

危機管理課 

 

 

関係機関 

 

 

実費弁償 

(法第 159 条第 2項) 

医療の実施の要請等に関すること（法第 85 条第 1・2 項） 

 

保健福祉部 

 

医療推進課 

 

損害補償 

(法第 160 条) 

 

国民への協力要請によるもの 

（法第 70 条第 1・3 項、80 条第 1項、115 条第 1 項、123条第

1 項) 

関係各部局等 

 

関係各課 

 

医療の実施の要請等によるもの（法第 85条第 1・2項） 保健福祉部 医療推進課 

不服申立てに関すること（法第 6条、175条） 上 記 担 当 部 局 等 上記関係課 

訴訟に関すること（法第 6条、175 条） 上 記 担 当 部 局 等 上記関係課 

 

変更案 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

区  分 概        要 担当部局等 主な関係課 

権利利益救済全般 総合的な窓口 危機管理課 － 

損失補償 

(法第 159 条第 1項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定物資の収用に関すること（法第 81 条第 2項）   

・医薬品 保健医療部 医薬安全課 

・食品 

 

産業労働部 

農林水産部 

産業企画課 

農 産 課 

・寝具 産業労働部 産業企画課 

・医療機器その他衛生用品 保健医療部 医薬安全課 

・飲料水 産業労働部 産業企画課 

・被服その他生活必需品 産業労働部 産業企画課 

・建設資材 土 木 部 監 理 課 

・その他厚生労働大臣が定めるもの 関係各部局等 関 係 各 課 

特定物資の保管命令に関すること（法第 81 条第 3 項）   

・医薬品 保健医療部 医薬安全課 

・食品 

 

産業労働部 

農林水産部 

産業企画課 

農 産 課 

・寝具 産業労働部 産業企画課 

・医療機器その他衛生用品 保健医療部 医薬安全課 

・飲料水 産業労働部 産業企画課 

・被服その他生活必需品 産業労働部 産業企画課 

・建設資材 土 木 部 監 理 課 

・その他厚生労働大臣が定めるもの 関係各部局等 関係各課 

土地等の使用に関すること。（法第 82 条）   

・収容施設の供与 土 木 部 監 理 課 

・医療施設の開設 保健医療部 医療推進課 

・その他医療提供を目的とした臨時施設 保健医療部 医療推進課 

応急公用負担に関すること。（法第 113条第 3 項） 関係各部局等 関係各課 

車両等の破損措置に関すること 

（法第 155条第 2項において準用する災害対策基本法第 76条

の 3第 2項後段） 

危機管理課 

 

 

関係機関 

 

 

実費弁償 

(法第 159 条第 2項) 

医療の実施の要請等に関すること（法第 85 条第 1・2 項） 

 

保健医療部 

 

医療推進課 

 

損害補償 

(法第 160 条) 

 

国民への協力要請によるもの 

（法第 70 条第 1・3 項、80 条第 1項、115 条第 1 項、123条第

1 項) 

関係各部局等 

 

関係各課 

 

医療の実施の要請等によるもの（法第 85条第 1・2項） 保健医療部 医療推進課 

不服申立てに関すること（法第 6条、175条） 上 記 担 当 部 局 等 上記関係課 

訴訟に関すること（法第 6条、175 条） 上 記 担 当 部 局 等 上記関係課 

 

現行 

業       務 担当部局等 

１ 国民保護措置に要した費用に係る国の負担金の請求に関すること 危機管理課 

２ 防災行政無線等の復旧措置及び障害に関する総務省への報告に関 

すること 

危機管理課 

 

３ ガス施設の応急復旧に関する指定地方公共機関からの要請に基づ 

く支援に関すること 

消防保安課 

 

４ 水道施設の応急復旧に関する市町村からの要請に基づく支援に関 

すること 

保健福祉部 

 

５ 広域的な避難及び緊急物資の運送に必要な応急復旧のための総合 

調整に関すること 

土 木 部 

 

６ 応急復旧のための国への資材提供等必要な措置の支援の求めに関 

すること 

土 木 部 

 

７ 県工業用水道、電気事業等施設の被害状況の把握及び応急復旧措 

置に関すること 

企 業 局 

 

 

変更案 

業       務 担当部局等 

１ 国民保護措置に要した費用に係る国の負担金の請求に関すること 危機管理課 

２ 防災行政無線等の復旧措置及び障害に関する総務省への報告に関 

すること 

危機管理課 

 

３ ガス施設の応急復旧に関する指定地方公共機関からの要請に基づ 

く支援に関すること 

消防保安課 

 

４ 水道施設の応急復旧に関する市町村からの要請に基づく支援に関 

すること 

保健医療部 

 

５ 広域的な避難及び緊急物資の運送に必要な応急復旧のための総合 

調整に関すること 

土 木 部 

 

６ 応急復旧のための国への資材提供等必要な措置の支援の求めに関 

すること 

土 木 部 

 

７ 県工業用水道、電気事業等施設の被害状況の把握及び応急復旧措 

置に関すること 

企 業 局 

 

 


